
平成 20 年 6 月1日
から施行されます。

自転車の通行等に関するルールが改正されました。



このチラシについてのお問いあわせは
〒108-0023 東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング
電  話 : 03-4306-1177　　FAX : 03-4306-1115 公益財団法人  国際人材協力機構 不許複製（提供： （財） 全日本交通安全協会・警察庁)




